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第７章 落石崩壊防止施設 
 

 この基準は道路防災事業の設計にあたり、特に問題となる点、計画で注意する点等を取り上げたもの

である。記述のない事項については表７－１関係図書による。 

 

表７－１ 関係図書 

No 関 係 図 書 発行年月 発 行 元 

1 落石対策便覧 H29年12月 (公社)日本道路協会 

2 道路土工－切土工・斜面安定工指針 H21年６月 (公社)日本道路協会 

3 道路震災対策便覧（震後対策編） H18年９月 (公社)日本道路協会 

4 道路震災対策便覧（震前対策編） H18年９月 (公社)日本道路協会 

5 道路震災対策便覧（震災危機管理編） H23年１月 (公社)日本道路協会 

6 道路防災総点検要領（地震） H８年８月 (財)道路保全技術センター 

7 道路防災総点検要領（豪雨・豪雪等） H８年８月 (財)道路保全技術センター 

8 道路土工－擁壁工指針 H24年７月 (公社)日本道路協会 

9 道路構造令の解説と運用 H27年６月 (公社)日本道路協会 

10 のり枠工の設計・施工指針 H25年10月 (一社)全国特定法面保護協会 

11 のり面保護工施工管理技術テキスト H19年５月 (一社)全国特定法面保護協会 

12 のり面保護工に関する質疑応答集 H12年５月 (一社)全国特定法面保護協会 

13 改訂版フリーフレーム工法 H15年３月 フリーフレーム協会 

14 道路土工構造物技術基準・同解説 H29年３月 (公社)日本道路協会 

   注）関係図書を使用する際には、最新版であることを確認して使用すること。 

 

 

第１節 落石対策の基本的な考え方と点検 

(1)  落石対策の基本的な考え方 

  落石等による災害を防止するための対策の基本的な考え方としては、路線の性格や予想される落石

の規模、落石の発生確率、被災の頻度やその状況等を考慮して、落石予防工や落石防護工を実施して

落石によるリスクを最小限におさえるよう努めるとともに、気象や斜面の状況等を踏まえて通行制限

等の手段も活用し、道路交通の安全確保に努めることが重要である。 

 

(2) 落石対策箇所 

  落石対策箇所については、路線の重要性（緊急輸送路、交通量、バス路線、孤立集落対策等）など

を勘案し、下記に該当するものから選定して整備を進める。特に、緊急輸送路については、重点的に

対策を実施する。 

① 近年の落石等災害発生箇所 

② 異常気象時の事前通行規制解除を目標とした箇所 

③ 平成8,9年道路防災総点検の要対策箇所 

④ 県独自の点検による要対策箇所（後述する落石危険箇所点検の要対策箇所） 
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 (3)落石危険箇所の点検 

  近年は、樹木の成長による岩盤剥離、斜面の風化の進行等により、対策済みの箇所でも落石や崩落

が増加している。 

こうした現状を踏まえ、落石に対する安全度の底上げを行うため、「落石危険箇所点検マニュアル

（案）」平成29年12月長野県（以下マニュアルという）により、落石危険箇所の定期的な点検を実施す

るものである。点検フローを図７－１－１に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図７－１－１ 点検フロー図 

 

 
ＳＴＡＲＴ 

点検対象路線

（区間）の選定

（※1） 

１次点検 

（現地踏査による点検・カルテ作成） 

※原則職員 

２次点検（※2） 

（委託による点検・カルテ作成） 

※2 

斜面状況により外部委託が必要な箇所 

緊急措置（※3） 

（交通規制及び応急対策） 

定期的な点検の実施 

※1 

落石発生履歴等に基づき、落石（崩落）が多発する以下

のような路線（区間）を選定する。 

①緊急輸送路（一次、二次）で代替路無区間 

②観光地等の孤立の恐れがある代替路無区間 

③生活道路として重要で付近に代替路がなく迂回に

時間を要する区間 

④その他、特に落石（崩落）の発生箇所 

  ※吹付法面点検については、「吹付法面長寿命化修繕

計画」に基づき実施 

 

※3 

極めて不安定な状況となっ

ている落石等の発生源が斜

面に確認された場合 
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点検の実施頻度は斜面の安定度によって以下のとおりとする。 

表７－１－１ 落石危険箇所の簡易点検の実施頻度 

 

  また、定期的な点検のほか、以下の２つの点検がある。 

① 日常点検 

主として道路管理者が行う日常の徒歩や車上による巡視（道路パトロール）等の際に、斜面や既設

の落石対策施設に異常が認められた場合に実施する。主に近接目視により点検を行う。 

 ② 臨時点検 

梅雨期、台風期、融雪期、地震時等において、定期点検を実施している箇所や最近災害の発生した

箇所等、安定度の低い箇所について重点的に点検し、落石やのり面・斜面崩壊等の新たな斜面の変状

や既設の落石対策施設の機能低下の有無について調査を行う。 

落石や斜面崩壊の災害等の発生が確認されたときは、まず現地踏査による観察や写真撮影を行い、

必要に応じて応急措置や二次災害防止等の対策を行うための詳細調査を速やかに実施する。また、災

害に至らない小規模な落石についても、災害をもたらす落石や斜面崩壊の前兆となることもあるので、

必要に応じ詳細調査を実施することが望ましい。 

 

(3) 道路管理者と森林管理者の連携 

  主な落石は、道路法面より上方の山林を発生源としており、道路法面での防護工だけで対策するよ

り、発生源近くに予防工や防護工を設け、落石エネルギーを減少させる対策を併せると効果的と考え

られる。 

  したがって、今後の対策にあたっては発生源対策や斜面途中の落石防護柵の設置等と定期的な維持

管理など、さらには森林づくりや治山事業などの対策を含め、山林などの管理者（所有者）と道路管

理者が連携していくことが重要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

落石危険箇所の安定度 評価の内容 点検実施頻度 

Ⅰ 対策不要 当面は対策の必要がない箇所 ５年に１回 

Ⅱ 経過観察段階 経過観察を継続する箇所 ３年に１回 

Ⅲ 早期措置段階 早期の対策が望ましい箇所 年１回 

Ⅳ 緊急措置段階 緊急に対策が必要な箇所 － 
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第２節 落石対策工の選定 

(1) 選定のフロー 

① 落石対策工を大別すると、発生源対策を行う落石予防工および発生した落石の対策を行う落石防

護工の２種類があり、その効果はそれぞれ次のように要約される。 

  Ⅰ 落石予防工：ⅰ 発生の原因と成風化、侵食を防止する。 

ⅱ 落石の発生を止める。 

  Ⅱ 落石防護工：ⅰ 落下エネルギーを吸収する。 

ⅱ 落下方向を変えて無害なところに導く。 

ⅲ 衝撃に抵抗して落石運動を止める。 

ⅳ 小規模な崩土の落下、なだれ防止の効果を兼ねる。 

 ② 落石対策工は 表７－２－１、図７－２－１を参考に選定する。 

表７－２－１ 落石対策の適用に関する参考表 
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図７－２－１ 落石対策工選定フローチャート 
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(2) 落石対策施設の要求性能 

 ① 落石対策施設の設計における配慮事項 

   落石対策は、交通車両の安全かつ円滑な走行を確保することが第一の目的であるとともに、降雨、

地震等の自然現象によって生ずる落石によって道路の受ける被害、ならびに周辺道路の人命、財産

に及ぶ被害を、建設時から供用期間中の長期間にわたり最小限にとどめる役割が課されている。 

施設による落石対策を実施するにあたっては、以下の事項を常に考慮すること。 

Ⅰ 使用目的との適合性 

Ⅱ 構造の安全性 

Ⅲ 耐久性 

Ⅳ 施工品質の確保 

Ⅴ 維持管理の確実性および容易さ 

 

 ② 落石対策施設の要求性能 

   落石対策施設は、道路土工構造物の斜面安定施設の一つに位置付けられており、技術基準に示さ

れている要求性能を踏まえた設計を行わなければならない。道路土工構造物の施設設計においては、

想定される作用に対して安全性、使用性、修復性の観点から道路土工構造物の重要度等を踏まえて、

要求性能の性能１から性能３のいずれかを設定して設計を行う。道路土工構造物の要求性能および

道路土工構造物の重要度については以下のとおりである。 

  【道路土工構造物の要求性能】 

   性能１：道路土工構造物が健全である。又は、道路土工構造物は損傷するが当該道路土工構造物

の存する区間の道路としての機能に支障を及ぼさない性能 

   性能２：道路土工構造物の損傷が限定的なものにとどまり、当該道路土工構造物の存する区間の

道路の機能の一部に支障を及ぼすが、すみやかに回復できる性能 

   性能３：道路土工構造物の損傷が、当該道路土工構造物の存する区間の道路の機能に支障を及ぼ

すが、当該支障が致命的なものとならない性能 

  【道路土工構造物の重要度】 

   重要度１：下記（ア）、（イ）に示す道路土工構造物 

   （ア）下記に掲げる道路に存する道路土工構造物のうち、当該道路の機能への影響が著しいもの 

      ・一般国道 

      ・主要地方道及び一般県道のうち、地域の防災計画上の位置づけや利用状況等に鑑みて、

特に重要な道路に設置される道路土工構造物 

   （イ）損傷すると隣接する施設に著しい影響を与える道路土工構造物 

   重要度２：上記以外の道路土工構造物 
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第３節 落石予防施設の設計 

(1) 設計の一般的事項 

 予防工は、対象となる落石予備物質自体の除去や固定をしたり、風化・侵食等により落石が生じな

いようにするものであるが、予防施設に関しては定量的な性能評価は現在の技術レベルでは困難であ

り、また地盤調査の不確実性もある。他方、過去に調査・設計を経て予防施設が施工された岩塊が落

石災害を生じたという報告はほとんど見当たらない。このため、予防施設については、供用中に点検

等により対策効果が維持されていることを確認するとともに、予防施設に変状等が生じた場合には必

要に応じて通行規制や補修・補強等が行われることを前提に、各工種の特性を踏まえ適切な工種を選

定し、過去の経験に基づく慎重な設計を行うことで、所定の性能を満足するものと考えてよい。 

 落石予防施設は、落石対策としては効果的であるが、これ自体で完全に落石を阻止することは、困

難な場合もあり、落石の頻度を極力低減させるものと考えるべきである。したがって、落石防護施設

との併用で採用することが望ましい例が多い。また、落石予防では、複数種の落石予防施設を併用す

ることも多い。 

 落石予防施設の設計にあたって考慮すべき主な要素としては次のようなものがある。 

 ① 予想される落石の大きさ（岩盤の亀裂と亀裂の間隔、落石の大きさ） 

 ② 予想される落石のタイプ（抜落ち型、はく離型） 

 ③ 落石の起こりやすさ（危険性の大小） 

 ④ 落石によって道路等が受ける被害の度合 

 ⑤ 予想される落石の必要抑止力の大きさ 

 表７－３－１は、これらの要素とそれに適していると思われる主な落石予防施設との関係を示した

ものである。この表は、落石予防施設を目的別に次に示す３種類に区分し、予防効果の順（大～小の

順）にならべ、その適用性を◎、○、△、×の順で示した。しかし、構造物の抑止効果の評価はまだ

不明な点が多く、したがって、この表はあくまでも一般的に考えられる落石予防施設の適用性を示し

たものであり、実際に対策施設を決定する場合には、現場周辺の過去の実施例や地形地質等を調査す

るとともに、施工性、将来の管理上の問題点、景観、気象条件等を考慮して総合的な判断を行う必要

がある。また、前述のように複数種の予防施設を併用して採用されることも多い。例えば、コンクリー

ト吹付等の上にロックネットを施工したり、さらにこれに加えてロックボルト等の打設が併用される

ことが多い。これらの設計に関しては外力等が働く場合はその大きさ、地下水の有無等を考慮して設

計する必要がある。 

なお、落石予防施設は斜面安定施設の一種であり、その実施にあたっては、次の指針等に示す斜面

安定施設と組み合わせてより高い効果が得られるように考慮することが望ましい。 

① 道路土工－切土工・斜面安定工指針 

② 道路土工要綱 

③ グラウンドアンカー設計・施工基準・同解説 

 

 また、各施設の設計における留意点等については、「落石対策便覧 ４－２～４－１７」による。 
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表７－３－１ 落石の規模、タイプ別の主な落石予防施設の適用性 
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第４節 落石防護施設の設計 

(1) 設計の一般的事項 

 落石防護施設の設計にあたっては、使用目的との適合性、構造物の安全性について、想定する作用

（常時の作用、落石の作用、降雨の作用、地震動の作用、その他）に対して安全性、使用性、修復性

の観点から要求性能を設定し、落石防護施設がそれらの要求性能を満足することを照査することを原

則とする。 

 個々の作用に対する落石防護施設の要求性能の考え方を下表に例示する。 

 

表７－４－１ 想定する作用に対する落石防護施設の要求性能の例 

重要度 

想定する作用 
重要度１ 重要度２ 

常時の作用 性能１ 性能１ 

落石の作用 性能２ 性能２ 

降雨の作用 性能１ 性能１ 

レベル１地震動の作用 性能１ 性能２ 

レベル２地震動の作用 性能２ 性能３ 

 

(2) 設計条件 

① 荷重の種類は、以下を考慮する必要がある。 

 Ⅰ 自重 

 Ⅱ 落石の影響 

 Ⅲ 地震の影響 

 Ⅳ その他（土圧、積雪、なだれ、風、温度変化、自動車衝突、施工時等） 

② 荷重の組合せは、同時に作用する可能性が高い組み合わせのうち、落石防護施設に最も不利とな

る条件を考慮して行わなければならない。落石防護施設の設計における一般的な荷重の組み合わせ

は次のとおりである。 

 Ⅰ 自重 

 Ⅱ 自重＋落石の影響 

 Ⅲ 自重＋地震の影響 

  一般的には、上記の組合せのうち、常時の作用に対してはⅠ、落石の作用に対してはⅡ、地震動

の作用に対してはⅢの組み合わせについて設計を行う。 

 ③ 自重は、落石防護施設の種類や土質条件等を考慮するとともに、材料の単位体積重量を適切に評

価して設定する。 

    鉄筋コンクリート 24.5kN/㎥ 

    無筋コンクリート 23.0kN/㎥ 

   土の単位堆積重量は、土質試験結果をもとにして決定するのが望ましい。なお、土質試験が困難

な場合は、次表に示す値を用いてもよい。 
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表７－４－２ 土の単位体積重量（kN/㎥） 

地盤 土質 緩いもの 密なもの 

自然地盤 

砂および砂礫 18 20 

砂質土 17 19 

粘性土 14 18 

裏込め土・盛土 

砂および砂礫 20 

砂質土 19 

粘性土（ただしwL<50%） 18 

（注）地下水位以下にある土に単位体積重量は、表中の値から9kN/㎥を差し引いた値としてよい。 

 

 ④ 落石の影響は、落石防護施設の形式毎の照査方法に合わせて個別に検討すること。 

 ⑤ 地震の影響は、主に以下のものを考慮するものとし、落石防護施設の種類、設置地点等の諸条件

によって適切に選定する。 

  Ⅰ 落石防護施設の自重に起因する地震時慣性力（以下、「慣性力」という。） 

  Ⅱ 地震時の土圧 

   地震時の作用に対する照査方法としては、静的照査法と動的照査法とがあるが、照査法の特性に

応じて地震の影響を適切に考慮する。 

 ⑥ 使用材料（落石防護施設に用いるコンクリートや鋼材等の主要材料の規格および物理定数等）は、

原則として「道路土工－擁壁工指針」に従ってよい。 

 ⑦ 許容応力度（落石防護施設に用いるコンクリートや鋼材等の主要材料）は、原則として「道路土

工－擁壁工指針」、「道路土工－カルバート工指針」等に従うものとする。なお、落石防護施設の設

計において落石荷重、地震の影響、なだれ荷重、衝突荷重を考慮する場合の許容応力度は、上記の

許容応力度に割増し係数1.5を乗じた値としてよい。 

 

(3) ポケット式落石防護網の設計 

 ① 種類と一般事項 

   ポケット式落石防護網は、上部に落石の入口となる開口部（ポケット）を設けて斜面下方を覆う

ように設置することにより、斜面上方からの落石にも対応するものである。 

   ポケット式落石防護網は、以下の３つに分類することができる。 

  Ⅰ 従来型ポケット式落石防護網（慣用設計法に示す適用範囲） 

  Ⅱ 高エネルギー吸収型ポケット式落石防護網 

  Ⅲ その他のポケット式落石防護網 

 ② 設計の考え方と手順 

   ポケット式落石防護網の設計においては、落石が飛び越えずに開口部に誘導されるようその高さ

を確保し、想定される落石エネルギーを吸収できるように部材断面、設置範囲を決定し、かつアン

カーの安定が確保されることを確認する。また、路側に設置する場合には、落石衝突時に防護網の

突出が道路空間の安全性を損なわないことを確認する。 

   設計の一般的な手順は下記のとおりである。 

  Ⅰ 作用荷重の設定 

  Ⅱ 限界状態の設定 
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  Ⅲ 阻止面の高さ、延長（幅）、支柱設置位置の設定 

  Ⅳ 構成部材の材料・規格の選定 

  Ⅴ アンカーの形式・仕様の設定 

  Ⅵ 安全性の照査 

  Ⅶ 構造細目の設定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図７－４－１ ポケット式落石防護網 

 

 ③ 作業荷重 

   ポケット式落石防護網の設計に用いる荷重としては、通常は落石荷重のみを考えればよい。積雪

地帯においては、近隣斜面における積雪・堆節状況等を踏まえ、必要に応じて積雪荷重を考慮する。 

   設計に用いる落石エネルギー（Ｅw）は、想定する落石の大きさ、形状、斜面の特性等を踏まえて

適切に設定する。一般的には、「落石対策便覧 １－５－４ 落石の運動エネルギー」で述べられて

いる下式により求めてよい。ただし、回転エネルギーは考慮せず、θは落石発生源から衝突位置ま

での平均斜面勾配、Ｈは落石発生源から衝突位置までの落差としてよい。 

HgmE )
tan

1)(1(  

Ｅ：落石の全運動エネルギー 

β：回転エネルギー係数（0.1としてよい） 

μ：等価摩擦係数（表７－４－１による） 

θ：斜面勾配 

ｍ：落石の質量 

ｇ：重力加速度 

Ｈ：落石の落下高さ 

表７－４－１ 落石の等価摩擦係数 

落石および斜面特性 μ 

硬岩、丸状：凹凸小、立木なし 0.05 

軟岩、丸状～角状：凹凸中～大、立木なし 0.15 

土砂・崖すい、丸状～角状：凹凸小～中、立木なし 0.25 

崖すい・巨礫混じり崖すい、角状：凹凸中～大、立木なし～あり 0.35 
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   設計における落石の衝突位置及び衝突方向は、図７－４－２に示すとおりとしてよい。衝突位置

は、高さ方向には落石の最大跳躍高さとする。また、横断方向については、支柱間隔中央とする。

落石の衝突方向は斜面角度および斜面の表面形状によって異なるが、阻止面に直角とする。 

   なお、阻止面上端は落石の最大跳躍高（落石衝突高）に落石半径以上、かつ少なくとも0.5ｍ程度

の余裕高を確保した位置とするのがよい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図７－４－２ 落石の衝突位置および衝突方向 

 ④ 限界状態の設定 

   ポケット式落石防護網の主要構成部材の一般的な限界状態（例）を下表に示す。 

 

表７－４－３ ポケット式落石防護網の主要構成部材の一般的な限界状態（例） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑤ 照査 

   上記④に述べた各々の限界状態に対する照査は、「落石対策便覧 ５－５－５ 実験による性能

検証」等の適切な根拠により構成部材の挙動、変形、破損状況等を評価することにより行う。また、

構成部材について破断後の飛散事例の有無を調べ、飛散の可能性があるものを用いていないかなど

を確認することも重要である。 

   なお、従来型ポケット式落石防護網については、「落石対策便覧 ５－５－６ 慣用設計法」によ

り適切に設計することで、性能２を満足すると考えてよい。 
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(4) 落石防護柵の設計 

 ① 種類と一般事項 

   落石防護柵は、たわみ性の網状部材およびワイヤロープ類で構成された阻止面、阻止面からの荷

重を地盤に伝達する支持部材および基礎から構成される。現在採用されている落石防護柵を構造形

式別に分類すると、次のような種類がある（図７－４－３参照）。 

  Ⅰ 自立支柱式 

  Ⅱ ワイヤロープ支持式 

  Ⅲ Ｈ鋼式 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図７－４－３ 落石防護柵の種類 

 

   なお、自立支柱式の落石防護柵のうち、阻止面をひし形金網と多段のワイヤロープで構成し、Ｈ

鋼の支柱を用いたものを便宜上、従来型落石防護柵と称することとする（図７－４－４参照）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図７－４－４ 従来型落石防護柵の構成部材 

 

 ② 設計の考え方と手順 

   落石防護柵の設計においては、落石が飛び越えない高さであること、許容変位以内で落石エネル

ギーを吸収できる部材断面、部材配置であること、かつ基礎の安定性が確保されていることを確認

する。また、落石衝突時に防護柵の突出が道路空間の安全性を損なわないことを確認する。 
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   設計の一般的な手順は下記のとおりである。 

  Ⅰ 作用荷重の設定 

  Ⅱ 限界状態の設定 

  Ⅲ 設置位置、阻止面の高さ、延長（幅）の設定 

  Ⅳ 製品・規格の選定 

  Ⅴ 基礎の形式・仕様の設定 

  Ⅵ 安全性の照査 

  Ⅶ 構造細目の設定 

 ③ 防護柵設置位置、高さの設定 

   設置位置を検討するにあたっては、路側の設置空間、落石防護柵に堆積した土砂や落石の排除作

業の容易さ、基礎地盤の良否、落石エネルギーおよび防護柵の可能吸収エネルギー等を考慮する。 

   路側に設置する場合の落石防護柵の必要高ｈは、想定する落石の跳躍量と設置位置によって決定

され、落石を捕捉可能な高さとして設定する。 

   一般的には、次のように設定することが多い。斜面から直角に測った落石跳躍高をh1として、斜

面勾配がθの場合の落石防護柵への落石衝突高h2は次のようになる（図７－４－５参照）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図７－４－５ 落石衝突高の計算条件 

 

  Ⅰ 落石防護柵背面に平場（ポケット）がない場合 

    sec12 hh  

  Ⅱ 幅ｌの平場がある場合 

   

12

11

12

1112

1112

11

cotsec
tansec

tansec
tancotsec

cotsec0

hh
hhl

lhh
lhhhh

lhhhh
hhl

　

　のとき、

　　

　

　

　のとき、

 

   図７－４－６(a)に示す落石跳躍高h1は、斜面の凹凸が大きい場合を除いて一般的に２ｍ以下とい

われている。(b)(c)は高さdの基礎の突出高がある場合であり、最低柵高は dhdh sec12 と

なる。ただし、(d)のように斜面勾配が斜面の途中で変化している場合あるいは斜面の凹凸が大きい

場合等には、落石が落石防護柵を飛び越える可能性があるので、設置位置、柵高の設定には注意を

要する。 
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   このような場合には、当該箇所における落石の発生実態や、落石シミュレーション等の結果を踏

まえて、落石跳躍高の設定を行うのがよい。 

   落石防護柵の必要高ｈは、特に対象とする落石が大きくなっている実態等を踏まえ、落石衝突高

に落石半径以上、かつ少なくとも0.5ｍ程度の余裕高を設けるのがよい。また、従来型の落石が柵天

端付近に衝突した場合、支柱の傾斜や落石の回転等により柵を跳び越す現象も考えられるので、落

石衝突高に対して最低柵高の1/2程度の余裕高を設けるのがよい（図７－４－７参照）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図７－４－６ 落石の落下経路と防護柵高さ 

 

 

 

 

 

 

 

図７－４－７ 落石防護柵の余裕高 

 

 ④ 作用荷重 

  Ⅰ 柵に作用する荷重 

    落石防護柵の設計に用いる荷重としては、通常は落石荷重のみを考えればよい。設計に用いる

落石エネルギー（Ｅw）は、想定する落石の大きさ、形状、斜面の特性等を踏まえて設定する。一

般的には、「落石対策便覧 １－５－４ 落石の運動エネルギー」で述べられている下式により求

めてよい。 

HgmE )
tan

1)(1(  

Ｅ：落石の全運動エネルギー 

β：回転エネルギー係数（0.1としてよい） 

μ：等価摩擦係数（表７－４－１による） 
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θ：斜面勾配 

ｍ：落石の質量 

ｇ：重力加速度 

Ｈ：落石の落下高さ 

 

    設計における落石荷重の作用位置は、図７－４－８に示すように支柱間の中央で最大跳躍高の

位置とし、落石の衝突方向は柵に直角としてよい。 

    なお、当該斜面が積雪地帯であり積雪荷重の影響を無視できない場合にはこれを考慮するもの

とする。積雪荷重と落石荷重は同時に考慮しなくてもよい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図７－４－８ 落石荷重の作用位置 

  Ⅱ 基礎に作用する荷重 

    落石防護柵の基礎において一般に考慮すべき荷重とその組み合わせを下表に示す。 

 

表７－４－４ 一般に考慮すべき荷重の組合せ 

基礎の種別  自 重 土 圧 落 石 地 震 

擁壁 常時 ○ △   

落石時 ○ △ ○  

地震時 ○ △  ○ 

直接基礎 常時 ○ ○   

落石時 ○ ○ ○  

根入れ杭 落石時   ○  

アンカー 落石時   ○  

（注）△は堆積土圧等を必要に応じて考慮する。常時の安定照査は一般に省略してよい。 

 

④ 限界状態の設定 

   落石防護柵の主要構成部材の一般的な限界状態（例）を下表に示す。 
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表７－４－５ 落石防護柵の主要構成部材の一般的な限界状態（例） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑤ 照査 

   上記④に述べた各々の限界状態に対する照査は、「落石対策便覧 ５－６－６ 実験による性能

検証」等の適切な根拠により構成部材の挙動、変形、破損状況等を評価することにより行う。また、

使用材料については破断後の飛散事例の有無を調べ、飛散の可能性があるものを用いていないかな

どを確認することも重要である。 

   なお、従来型落石防護柵については、「落石対策便覧 ５－６－７ 慣用設計法」により適切に設

計することで、性能２を満足すると考えてよい。 

 

(5) その他落石防護施設の設計 

 その他の落石防護施設の設計については、「落石対策便覧」による。 
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第５節 ロックシェッド 

(1) シェッドの分類と定義 

シェッドは対象とする荷重により以下のように分類する。 

 ① スノーシェッド・・・対象荷重になだれ荷重を含むが、土砂及び落石荷重は含まない。 

 ② ロックシェッド・・・対象荷重に落石荷重（大規模な岩盤崩落を除く）を含むが、土砂荷重は含

まない。 

 ③ アースシェッド・・・対象荷重に土砂荷重を含む。 

 

 シェッドは現地の状況により、なだれや落石など複数の種類の荷重を対象とすることが多い。このよ

うな場合には、それぞれの規定を満足しなければならない。 

 従来、シェッドは覆工や洞門等の呼称を用いていたが、ここではシェッドに統一する。また、シェッ

ドの構造部分を表す名称は図７－５－１及び図７－５－２のとおりとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図７－５－１ ＲＣシェッド各部の名称 

 

 

 

 

 

 

 

 

図７－５－２ ＰＣシェッド各部の名称 

 

 シェッドの名称は現地に応じた荷重を設定することによって決定するものであって、対象荷重が不明

確な状況でシェッドの名称が決まることはない。現地調査結果を検討した上で、最終的にシェッドに求

められる機能とシェッドの名称が確定する。 

  Ⅰ スノーシェッドは主に雪崩の掃流力を対象としている。落石や土砂崩壊を対象としてはならな

い。小規模であっても、落石や土砂崩壊を対象荷重として考慮する場合は、ロックシェッドまた

はアースシェッドとして取り扱うべきである。 
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  Ⅱ ロックシェッドは大規模な岩盤崩落に対して、安全を確保する防災工と考えてはならない。設

計可能な範囲にある比較的小規模な落石を対象とする防災工である。ロックシェッドが計画され

る現地の状況は多種多様なので、ここにいう設計可能な範囲を具体的に定義することは難しい。

十分に、現地の状況を把握した上で、シェッドの計画・設計事例をもとに判断し、むやみに大規

模な対象荷重を設定することは避けなければならない。 

  Ⅲ アースシェッドは大規模な土砂崩落に対して、安全を確保する防災工と考えてはならない。

シェッド上に土砂等の堆積が予想される場合は、除去することを原則とする。ただし、除去作業

が著しく危険な場合、または不可能な場合には、やむを得ずシェッド上に土砂等の堆積を長期に

考える場合がある。このような場合には、綿密な現地調査を実施するとともに、適切な荷重を設

定した上で、予防工等の併用を含めて、検討しなければならない。また、このような場合であっ

ても、シェッド上に崩落する土砂の衝撃力が作用することは予防工等によって避けるのが原則で

ある。 

 

(2) 建築限界 

  シェッドの建築限界は以下のとおりとする。 

 ① シェッド延長が50ｍ未満の場合、前後の道路一般部の建築限界と同様とする。 

 ② シェッド延長が50ｍ以上の場合、図７－５－３の建築限界とする。 

 

〈片側歩道の場合〉     〈歩道を外に出す場合の例〉     〈歩道のない場合〉 

 

                                注）管理用通路はＳ＝0.75ｍ 

図７－５－３ シェッドの建築限界 

 

  Ⅰ シェッド延長が50ｍ未満の場合 

    50ｍ未満のシェッドでは、幅員の連続性に配慮して、建築限界を前後の道路一般部の幅員と同

じとする。なお、将来シェッドが延伸することがあるので、将来計画を踏まえて決定しなければ

ならない。 

    また、建築限界には舗装のオーバーレイや冬期積雪による内空高減少等を考慮して、図７－５

－４のように高さ4.7ｍを確保する。 

 

 

 

 

           (a)通常の横断勾配区間       (b)片勾配区間 

               図７－５－４ 建築限界線の考え方
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  Ⅱ 延長が50m以上の場合 

    50m以上のシェッドでは、路肩を0.5mmに減少できる。一般部の路肩との摺付けには、次式のす

りつけ長さを確保する。また、その際には、走行車両がシェッド入口の山側や谷側の受台側面に

衝突することのないよう道路一般部との摺付け区間に、「防護柵の設置基準・同解説」（H16.3、

(社)日本道路協会）に準拠して、車両用防護柵を設置しなければならない。 

        Ｉｔ＝（Ｖ－△Ｗ）／６ 

    単年度の計画におけるシェッド延長が50m未満であっても、将来計画では、50mを超えることが

ある。ここに、シェッド延長とは、将来計画を踏まえたシェッドの延長である。 

    ここに、Ｉｔ：摺付け長さ(m) 

         Ｖ：設計速度(km/h) 

        △Ｗ：幅員のズレ(m) 

 

(3) 荷重 

 ① 荷重の種類 

   シェッドの設計には、現地の状況に応じて、次の荷重を考慮する。 

   死 荷 重・・・自重、緩衝材（サンドクッション） 

   落石荷重・・・落石の衝撃力 

   土砂荷重・・・堆積土砂自重、流動土砂の掃流力、崩落土砂の衝撃性 

   雪 荷 重・・・積雪荷重、なだれの掃流力、なだれの衝撃力、デブリ、巻だれ、沈降力 

   そ の 他・・・土圧・水圧、地震の影響、温度変化の影響、風荷重、衝突荷重、地盤の変動及び

支点移動の影響、施工時の荷重 

 

 ② ロックシェッド及びアースシェッドは表７－５－１に示す荷重を考慮する。 

             表７－５－１ シェッド種別ごとの対象とする荷重 

荷  重  の  種  類 ロックシェッド アースシェッド 

死 荷 重 
自重 

Ｐ 
○ ○ 

緩衝材(サンドクッション) ○ △ 

雪 荷 重 

積雪荷重 ＰＰ △ △ 

なだれ荷重 

ＰＡ 

△ △ 

なだれの衝撃力 △ △ 

デブリ荷重 △ △ 

巻だれ荷重 △ △ 

沈降力 △ △ 

落石荷重 落石の衝撃力 ＰＡ ○ △ 

土砂荷重 

堆積土砂荷重 ＰＰ × ○ 

流動土砂の掃流力 
ＰＡ 

× △ 

崩落土砂の衝撃力 × △ 

そ の 他 

土圧・水圧 Ｐ △ △ 

地震の影響 Ｓ ○ ○ 

その他 ＰＡ △ △ 

      Ｐ：主荷重、Ｓ：従荷重、ＰＰ：主荷重に相当する特殊荷重、ＰＡ：従荷重に相当する特殊荷重 

        ○考慮する、△現地の状況から特に影響のある場合に考慮する、×考慮する必要がない 

  Ⅰ シェッドを設置する際に、検討すべき荷重を列挙した。シェッドの計画段階では、対象荷重を
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設定することが最も重要なポイントのひとつである。現況状況により設計条件が大きく異なるの

で、現地を調査し、対象とする荷重の経路・形態及び規模等を的確に設定しなければならない。 

  Ⅱ 表７－５－１には、シェッドが標準的に対象とする荷重を示した。原則として、ロックシェッ

ドには土砂荷重を考慮しない。 

    荷重の種類の欄には、参考として、道路橋示方書における荷重の分類を記載した。 

    堆積土砂を除去することを前提としている。除去できない場合は、死荷重(P)と同様に取り扱う。 

    流動土砂の掃流力はなだれ荷重と同様に取り扱う。なだれ衝撃力及び崩落土砂の衝撃力は落石

の衝撃力と同様に取り扱う。 

 

(4) 構造形式 

  シェッドには、安全性、施工性及び経済性等に優れた構造形式を選定しなければならない。 

 ① シェッド各部の構造 

  ・ロック及びアースシェッドの屋根（主梁）及び柱はＰＣまたはＲＣ構造を原則とする。 

・シェッド山側受台はＲＣ壁構造とするのが望ましい。 

 ② シェッドの屋根勾配は１０％を標準とする。ただし、対象荷重になだれ荷重を含まないロック

シェッドについては屋根勾配５％を標準としてよい。 

 ③ 歩道の設置位置について、上部、下部構造及び基礎の経済性から、歩道は谷側柱の外に設けるの

がよい。ただし、冬季における歩行者交通の安全性に配慮しなければならない。 

 ④ なだれ、落石または土砂の到達が予想される範囲を包括するように、余裕をみて、シェッド延長

を設定しなければならない。 

 

  Ⅰ ロック及びアースシェッドの既往実績やその経済性、及び対象荷重を設定することの困難さや

荷重の大きさ等から、剛性が高いＰＣまたはＲＣ構造を原則とした。 

    シェッドに多用される構造形式には、ＲＣ箱形式及び門形式、ＰＣ逆Ｌ形式及び鋼逆Ｌ形式が

ある。その他に、ＰＣ門形式及び鋼門形式があるが、シェッドは山側構造部分への負担が大きい

ので、山側受台を剛性が高いＲＣの壁構造とするのがよい。なお、方杖式は大型車両による方杖

部材の損傷事例があるので、特別な理由のない限りこれを採用しない。また、シェッドの出入口

に雪庇が予想される場合は、道路上への落雪を防止する目的で雪庇防止柵等を設置する。 

  Ⅱ 屋根上を流下する荷重を対象としない場合は、屋根上の排水に配慮して、屋根勾配は５％を標

準とした。アースシェッドにおいては、屋根勾配と死荷重（堆積土砂）の関係から、屋根勾配を

10°とする方が経済的に有利であるという検討結果が報告されている。 

  Ⅲ 歩行者の安全性を考えれば、歩道はシェッド内（谷側柱の内側）に設けるのが望ましいが、施

工性や経済性等に配慮して、歩道を谷側柱の外側に設けるのを標準とした。なお、雪が歩道に堆

雪し、冬期の歩行者交通に支障が予想される場合には、対象荷重を的確に設定した上で、谷側柱

の内側に設けてもよい。 

  Ⅳ 落石経路を特定することは非常に難しく、未だ十分な知見は得られていない。斜面転石実験で

は、水平方向の拡散は最大で45°程度という報告がある。しかし、落石が飛散する方向は斜面上

に突起があるだけ大きく変化する。計画設計に際しては、シェッド上の地形や植生等、斜面状況

を広範囲に調査し、落石予備物質を特定した上で、その拡散範囲を判断しなければならない。な



6－7－22 

お、砂を緩衝材として使用する場合、砂の側方への移動のために余長が必要となる。したがって、

シェッドは落石の落下予想位置に、余裕を加えた延長が必要となる。砂の側方移動の挙動に対す

る明確な知見は得られていないが、余裕は静的載荷実験の手法等を考慮して、落石直径の５倍程

度以上とする。 

 

(5) 構造細目 

 ① 排水対策 

  ・谷側土砂留め壁内側には集水のための透水管を施設する。 

  ・屋根上面の排水のため、谷側土留壁から配水管により排水する。 

  ・山側裏込め部の下方には、透水管を設け、適当な位置で横断排水する。 

  ・屋根下面谷側部には水切りを設ける。 

  ・屋根上面と山側壁背面の目地表面には必ず防水工を施し、ＲＣ部分には止水板、スリップバーを

設置する。 

 

図７－５－５ 排水対策の例 

 

 

図７－５－６ 防水工、目地処理の例 

 

 ② 車両防護柵 

   シェッドの谷側柱を自動車の衝突を考えて設計すると不経済となるので、衝突荷重が作用しない

ように防護柵をもうける。各種防護柵については「車両用防護柵標準仕様・同解説」により設計す

る。ガードレールを用いる場合は自動車衝突によりガードレールが変形しても、谷側柱が損傷しな

いように、間隔を確保する。 
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図７－５－７ 谷側柱の自動車用防護柵の例 

 

 ③ 緩衝材 

  三層緩衝構造 

   ロックシェッドの緩衝材としては、従来敷き砂が一般的に用いられてきたが、敷き砂は敷き圧の

増加とともに自重が大きくなり、また荷重の分散範囲も落石径程度でしかない。 

   これらの点を考慮し、より緩衝・分散効果の高い緩衝材として、砂に加え、発泡スチロール（Ｅ

ＰＳ）とＲＣ板を組み合わせた三層緩衝構造が開発されている。詳細については「落石対策便覧」

資料編２－２－４に記載されているので設計の参考とすること。 

 

 

図７－５－８ 三層緩衝構造の例 
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第６節 の り 面 保 護 工 

(1) のり面保護工の種類と目的 

 ① のり面保護工は、植物または構造物でのり面を被覆し、のり面の安定の確保と自然環境の保全や

修景を行うものである。 

 ② のり面保護工は、植物によるのり面保護工（以下、のり面緑化工）と、構造物によるのり面保護

工（以下、構造物工）とに大きく分けられ、のり面緑化工は、さらに植生工とその補助を目的とす

る緑化基礎工に分けられる。 

 

 のり面保護工の主な工種と目的については、表７－６－１のとおり。 

分類

　種子散布工

　客土吹付工

　植生基材吹付工（厚層基材吹付工）

　植生シート工

　植生マット工

　植生土のう工 植生基盤の設置による植物の早期生育

　植生基材注入工 厚い生育基盤の長期間安定を確保

　植栽工 樹木や草花による良好な景観の形成

　金網張工

　繊維ネット張工

　柵工

　じゃかご工

　プレキャスト枠工 中詰の保持と浸食防止

　モルタル・コンクリート吹付工

　石張工

　ブロック張工

　コンクリート張工

　吹付枠工

　現場打ちコンクリート枠工

　石積、ブロック積擁壁工

　かご工

　井桁組擁壁工

　コンクリート擁壁工

　連続長繊維補強土工

　地山補強土工

　グランドアンカー工

　杭工

のり面表層部の崩落防止、多少の土圧を受け
る恐れのある箇所の土留め、岩盤はく落防止

ある程度の土圧に対抗して崩落を防止

すべり土塊の滑動力に対抗して崩落を防止

の
り
面
緑
化
工
（

植
生
工
）

播
種
工

浸食防止、凍上崩落抑制、植生による早期全
面被覆

盛土で植生を筋状に成立させることによる浸
食防止、植物の侵入・定着の促進

芝の全面張り付けによる浸食防止、凍上崩落
抑制、早期全面被覆

盛土で芝の筋状張り付けによる浸食防止、植
物の侵入・定着の促進

早期全面被覆と樹木等の生育による良好な景
観の形成

生育基板の保持や流下水によるのり面表層部
のはく落の防止

のり面表層部の浸食や湧水による土砂流出の
抑制

風化、浸食、表流水の浸透防止

植
栽
工

工　　　種 目　　　的

　植生筋工

　筋芝工

　張芝工

　苗木設置吹付工

構
　
造
　
物
　
工

 

表７－６－１ のり面保護工の主な工種と目的 
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(2) のり面保護工の選定基準 

①のり面保護工の選定にあたっては、のり面の長期的な安定確保を第一に考え、現地の諸条件や周

辺環境を把握し、各工種の特徴（機能）を十分理解した上で、経済性や施工性、施工後の維持管

理を考慮して選定する。 

(2) のり面保護工は、のり面の長期的な安定確保とともに自然環境の保全や修景も目的とする点か

ら、その選定にあたっては、のり面緑化工もしくは構造物工との併用について検討することが望

ましい。 

Ⅰ) 基本的な考え方 

  のり面保護工の選定にあたっては、のり面の長期的な安定確保を第一に考え、自然環境の保全、

修景についても考慮する。のり面の岩質、土質、土壌硬度、ｐＨ等の地質・土質条件、湧水や集

水の状況、気温や降水量等の立地条件や植生等の周辺環境について把握し、のり面の規模やのり

面勾配等を考慮するとともに、経済性、施工性、施工後の維持管理のことまで考慮して選定する。 

Ⅱ) 選定にあたっての注意事項 

  のり面保護工の選定にあたって注意すべき事項は次のとおり。 

 ⅰ) 植物の生育に適したのり面勾配 

  のり面勾配は軟岩や粘性土で1:1.0～1.2、砂や砂質土で1:1.5より緩い場合は、一般には安定勾

配とされ、植生工のみで対応可能。湧水や浸食が懸念される場合は、簡易な法枠や柵工との併用

が必要である。安定勾配が確保できない場合や表層の不安定化が懸念される場合は、地山補強土

工等との併用が必要になる。岩盤以外ののり面で1:0.8より急な場合は、構造物工の適用を検討し、

可能ならば植生工の併用を検討すべきである。 

 ⅱ) 砂質土等の浸食されやすい土砂からなるのり面 

  砂質土等の浸食されやすい切土のり面では、一般に植生工のみを適用する場合が多い。しかし、

湧水や表流水による浸食の防止が必要な場合には、法枠工や柵工等の緑化基礎工と植生工を併用

する。湧水の多少にかかわらず、のり肩部及び各小段に排水施設を設けることが望ましい。 

 ⅲ) 湧水が多いのり面 

  湧水が多いのり面では、地下排水溝や水平排水孔等の地下排水施設を積極的に導入するととも

に、のり面保護工としては井桁組擁壁、ふとんかご、じゃかご、中詰めにぐり石を用いた法枠等

の開放型の保護工を適用するのがよい。 

 ⅳ) 小規模な落石の恐れのある岩盤のり面 

  落石の恐れのあるのり面のうち、礫混じり土砂や風化した軟岩等では、小規模な落石が発生す

るので、植生工と併用して浮き石を押さえる落石防止網を設置したり、路面への落石防止のため

の落石防護柵を設置する。割れ目が多く、湧水のない軟岩の場合は、モルタル・コンクリート吹

付工が適している。亀裂が多い軟岩からなるのり面のはく落型落石に対しては、落石予防工で抑

え、のり面上部が急峻な場合は落石防護工も併せて行うことが望ましい。 

 ⅴ) 寒冷地域ののり面 

  寒冷地域において、シルト分の多い土質ののり面では、凍上や凍結融解作用によって植生がは

く離したり滑落することが多いため、のり面勾配をできるだけ緩くしたり、のり面排水工を行う

ことが望ましい。 

 ⅵ) 硬い土からなるのり面 
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  硬いのり面に対して植物を導入する場合は、導入植物に適した土壌養分を有する材料で安定し

た植生基盤を造成できるのり面緑化工を採用する。 

 ⅶ) 土壌酸度が問題となるのり面 

  土壌ｐＨが4以下である場合や、湖沼の底泥が隆起した古い地層等で、切土によって空気さらさ

れると短期間で極めて強い酸性に変わるような場所では植生の生育が困難であるため、植生工の

基盤に中和剤や吸着剤を混入させるか、強酸性水が植生基盤に滲出しないように遮水対策を行う

必要がある。場合によっては、植生工ではなくブロック張工等の密閉型の構造物を採用する。 

 ⅷ) 土質や湧水の状況が一様でないのり面 

  連続するのり面でも土質や湧水の状況が必ずしも一様でない場合が多いので、条件に適合した

耕種を選択しなければならない。 

Ⅲ) 一般的な選定の考え方 

  のり面保護工の選定にあたっては、Ⅰ)基本的な考え方とⅡ)注意事項に従うものとする。参考

となる切土のり面におけるのり面保護工の選定フローを図７－６－１による。 

 

 

 

図７－６－１ 切土のり面におけるのり面保護工の選定フロー 
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第７節 植  生  工 

 ① 緑化目標の設定 

   植生工の第１の目的は、浸食を防止し表層崩落を防止することにあるが、併せて周辺環境との調

和を図ることや維持管理を軽減する事を目的として、将来の植生の繁茂状況を考慮し植物の選定を

行うことが重要である。 

   植生工の設計に際し、どのようなタイプの植物群落の形成を目指すのか、あらかじめ緑化目標を

設定する。表７－７－１に斜面勾配と植物の生育状態を調査した表を参考にする。 

 

表７－７－１ 勾配と植物の生育状態 

勾   配 植  物  の  生  育  状  態 

1：1.4より緩 

（35度以下） 

高木が優先する植生の復元が可能。 

周辺から在来種の進入が容易。 

植物の生育が良好で、植物被覆が完成すれば表面浸食はほとんどなくなる。 

1：1.4～1：1.0 

（35～45度） 
中・低木が優占し草本類が地表を覆う植物群落の造成が可能。 

1：1.0～1：0.8 

（45～50度） 
低木や草本類からなる樹高や草丈の低い植物群落の造成が可能。 

1：0.8より急 

（50度以上） 

のり面の安定度が高い場合、もしくは構造物で安定を確保した場合のみ植生工

の適用が可能である。全面緑化の場合の限界勾配は、一般に1:0.5（60度）程度

である。 

＊植物群落：森林や草原等の一定の相観（外形）と種類構成を持つ植物の集合体を言う。植生を区分す

る際の単位であり、設計基準では草地型、低木林型などの緑化目標を示す。 

   また、周辺の条件による緑化目標を表７－７－２に示す。 

 

表７－７－２ 緑化目標の群落タイプ 

緑化目標の型 目標の外観 適用箇所の条件 

高木林型 

（森林型） 
高木性、樹木が主体の群落 

・周辺が樹林地で、のり面勾配が緩く、厚い土

壌の形成が見込める場所 

・自然公園内等 

低木林型 

（灌木林型） 
低木性樹木が主体の群落 

・周辺が樹林地で、急傾斜地等土壌が薄くしか

形成されない場所 

・周辺が農地等 

草地型 

（草本型） 
草本植物が主体の群落 

・周辺が草地 

・周辺が農地 

・周辺が住宅地等 

特殊型 特殊な群落、人為的群落 
・都市部等の、のり面においても修景空間を創

り出すことが必要な場所 

 

 ② 計画時の調査項目と留意事項 

   緑化計画時は以下の点についてあらかじめ調査を行い計画する。 

  Ⅰ 周辺環境、周辺植生 
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  Ⅱ 気象 降水量・気温・積雪量・風速、風向き 

  Ⅲ 計画の法面勾配・土壌硬度・土壌酸度・岩盤の場合は亀裂の間隔大きさ・流下水の位置・湧水

の位置 

   調査に対応した留意事項を表７－７－３に示す。 

 

表７－７－３ 調査と結果活用上の留意事項 

調査項目 調査結果活用上の留意事項 

周辺環境の観察 

と周辺植生調査 

自然公園・風致地域・山林・原野：周辺の植生と調和する植物種の選定 

都市・集落：沿道環境と調和する植物種の選定 

気象の調査 

降  水：年降水量1,000mm以下の場合は、具体的な基盤、植物及び施工時期等

の乾燥対策を講ずる。1,200mm以下となる場合から対策を講じること

が望ましい。 

     現地及び施工時期の降雨条件に適応した流亡しない植生工を選定

る。 

     時間雨量20mmの降雨に耐える基盤を選択することが望ましい。 

気  温：最高気温が30℃以上となる時期の施工は避け、日平均気温が10℃以

上で２ヶ月以上続く事等を目安に施工時期を設定。 

積 雪 等：積雪強風地等では現地の特性に応じた使用植物、植生工を検討 

切り土時点の法 

面調査 

法面勾配：表７－７－１を参考に植物を選定し１：1.0より急勾配を目安に構造

物との併用を検討。 

土壌硬度：表７－７－６を参考に使用植物や植生工を検討。 

土壌酸度：pH４～８以外では排水または遮水を十分行った上で使用植物と植生

工を検討。 

岩盤法面：亀裂の間隔や間隙の大きさ等から植物の選定と流亡しにくい植生工

を検討。 

 

 ③ 植生工の種類と特徴 

   植生工には植物の種類や地形、地質、気象等に応じた工法があり、工法の選定を誤ると目的、目

標が達せられないので使用植物とその導入工法をよく検討する必要がある。各種植生工の特徴をま

とめると以下のとおりである。各工法の詳細及び留意事項は「道路土工－のり面工・斜面安定工指

針」（表３－９、表３－10参照） 
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表７－７－４ 植生工の種類と特徴（その１） 

基　材

浸食防止材
または接合材

種　子

肥　料

耐降雨強度

期　間

地　質 土砂（土壌硬度23㎜以下）に用いる。

勾　配

・ 一般には，材料に色粉を混入して，均一な散布の目

安とする。
緑化目標により，遷移を進めるための除伐や追肥等が必
要となる場合がある。

緑化目標により、遷移を進めるための除伐や追肥等が必
要となる場合がある。

・ 除伐・追肥が必要な場合がある。 吹付厚が，緑化目標や適用条件により設定する。 吹付厚は、緑化目標や適用条件により設定する。

・ 緑化目標が草地型の場合では，定期的な草刈りが必

要となる。

・ 乾燥対策として表面被覆養生が必要な場合では，む

しろ張り等を併用することがある。

・ 主に盛土のり面に用いる。

種　子　散　布　工

1：1.0より緩勾配
注２）

むしろ，繊維網（積雪寒冷地で使用）

10～100㎜/hr程度

（植生基材や接合材の種類と使用量により異なる。）

１～２ヶ月程度
（この期間は，導入した植物が発芽・生育するまでを想定し

ている。）

1年～10年程度

（植生基材や接合材の種類と使用量により異なる。）

同左，及び礫質土に用いる。 同左，及び岩等に用いる

繊維網，金網等 繊維網，金網，吹付枠，連続長繊維補強土工等

断面図の例

補助材料

播　種　工

木質繊維（ファイバー）

粘着材，被膜材，高分子系樹脂

草木類

高度化成肥料

備　　　考

適
用

条
件

1：0.5（大木類を用いる場合は１：０．６）より緩勾配
注２）

。

１～２ヶ月程度（この期間は，導入した植物が発芽・生育

するまでを想定している。）

10㎜/hr程度

1：0.8より緩勾配
注２）

10㎜/hr程度

種子の代わりに森林表土を用いる表土利用工や，伐採
木や抜根材等の建設副産物を有効利用することが可能
である。

種子の代わりに森林表土を用いる表土利用工や，伐採
木や抜根材等の建設副産物を有効利用することが可能
である。

施　工　方　法

材
料

緩効性肥料（山型）注１），PK化成肥料注１）
高度化成肥料（草木導入時）

緩効性肥料（山型）注１），PK化成肥料注１）
高度化成肥料（草木導入時）

工　　　種
客　土　吹　付　工 植生基材吹付工（厚層基材吹付工）

現地発生土，砂質土，バーク堆肥，ピートモス等 現地発生土，砂質土，バーク堆肥，ピートモス等

高分子系樹脂，合成繊維等

草木類，金網等 草木類，金網等

主にトラック搭載型のハイドロシーダーと呼ばれる吹付
機械を使用して、多量の用水を加えた低粘度スラリー状
の材料を厚さ1㎝未満に散布する。

主にポンプを用いて高粘度スラリー状の材料を厚さ１～３㎝
に吹付ける。

ポンプまたはモルタルガンを用いて材料を厚さ３～10㎝に
吹付ける。

高分子系樹脂，セメント，合成繊維等

 

  

注1) 山型肥料とはＮ：Ｐ：Ｋの配合がＮ＜Ｐ＞Ｋとなっているもので、ＰＫ化成肥料はＮがほとんどないものをいう。 

 注2) 地質、気象、使用植物、浸食防止剤等により適用範囲は多少の差異が生じる。 
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表７－７－４ 植生工の種類と特徴（その２） 

種子や肥料等を直接付けたネット（合成繊

維，ヤシ繊維等）に間隔をもたせて肥料袋
を装着させたもの。

種子，肥料等を装着した繊維帯 繊維袋に土または改良土，種子等を詰めた

もの

ネット（合成繊維，ヤシ繊維等）に種子，肥
料，植生基材等を封入した基材袋を間隔を

できるだけ空けずに装着した厚みのある

種　子

肥　料

地　質

勾　配

・ 盛土に適用する。

シートをのり面に密着させる必要がある。
マットをのり面にできるだけ密着させる必要
がある。

小面積の盛土に適用する。

砂質土には不適する。
勾配が1：0.8より急なところでは落下すること
がある。

・
肥料分の少ない土質では追肥管理を要す

る場合がある。

草木種子を使用する場合には保肥性の優

れた土を用いる。

・

大木類の種子
外来，在来草木類の種子

大木類の種子
外来，在来草木類の種子

工　　　種
播　種　工

植生シート工 植生マット工 植生土のう工

施　工　方　法

全面に張り付け，目ぐし等で固定する。 のり面全体に展開し，アンカーピン，止め釘等

で固定する。

植生土のうまたは植生袋を固定する。

植生筋工

肥料分の少ない土砂，または硬質土砂，岩

1：1.5より緩勾配

化成肥料 化成肥料 堆肥，PK化成肥料，
緩効性肥料

外来，在来草木類の種子

耐浸食性 高い 高い 高い

併  用  工

1：0.8より緩勾配 1：0.8より緩勾配

備　　　考

断面図の例

粘性土（土壌硬度23㎜以下）

砂質土（土壌硬度27㎜以下）

同左，及び硬質土砂，岩（植生基材入りのもの）粘性土（土壌硬度23㎜以下）

砂質土（土壌硬度27㎜以下）

1：1.5より緩勾配

種子帯を土羽打ちを行いながら施工

化成肥料

外来，在来草木類の種子

低い

形態

材
料

種子，肥料等を装着したシート状のもの

溝切工，のり枠工

補助材料 目ぐし，止め釘，播土または目土 目ぐし，アンカーピン，止め釘 目ぐし，アンカーピン

 

 

表７－７－４ 植生工の種類と特徴（その３） 

形態

植物

肥　料

地　質

勾　配

・ 布製の袋に基材を注入した後，のり面にできるだけ密
着させる必要がある。

小面積で造園的効果が必要である場合に使用する。 小面積の盛土に適用する。
砂質土には不適である。

・ 客土注入工，客土注入マット工ともいう。

布製の袋をのり面全体に展開してのり肩部をアンカーピ

ンで固定し，植生基材を専用機械を用いて注入したの

ち，袋体がのり面に密着するように全体をアンカーピン
で固定する。

全面に張り付ける。 切芝を一定間隔で張り付ける。

播　種　工

大木類の種子

外来，在来草木類の種子

切芝（ノシバ）

ロール芝（外来草木，ノシバ）

切芝（ノシバ）

工　　　種
植生基材注入工 張芝工 筋芝工

施　工　方　法

植栽工

種子，肥料，植生基材等を現場で注入した袋

粘性土（土壌硬度23㎜以下）
砂質土（土壌硬度27㎜以下）

1：0.8より緩勾配

緩効性（山型）注１），PK化成注１）

化成肥料（草木適用）

化成肥料，緩効性肥料 化成肥料，緩効性肥料

耐浸食性 高い 比較的高い 低い

材

料

1：1.0より緩勾配 1：1.5より緩勾配

備　　　考

断面図の例

適
用

条
件

硬質土砂，礫質土，及び岩 粘性土（土壌硬度23㎜以下）
砂質土（土壌硬度27㎜以下）

併用工

補助材料 アンカーピン 目ぐし，播土，目土
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表７－７－４ 植生工の種類と特徴（その４） 

基材

植物

肥　料

地　質

勾　配

・ のり肩やのり尻等の境界では，樹木の成長による交
通視距の障害を防止するための維持管理が増大しな
いような配植とする。

のり肩やのり尻等の境界では，樹木の成長による交通視
距の障害を防止するための維持管理が増大しないような
配植とする。

のり肩やのり尻等の境界では，樹木の成長による交通視
距の障害を防止するための維持管理が増大しないような
配植とする。

植生基材は苗木の根鉢が覆われるまで吹付ける。

乾燥や貧栄養状態に耐性のある樹種を中心に選定す

る。

人工土壌または有機基材等（土，木質繊維，バーク堆肥，

ピートモス等），及び浸食防止材（高分子系樹脂，セメント，
繊維資材等）

成木，苗木 成木，苗木

工　　　種
樹木植栽工（植穴利用） 樹木植栽工（編柵利用）

補助材料 支柱，マルチング 支柱，マルチング 金網

施　工　方　法

のり面に植穴を掘削し，樹木を植える。必要に応じて土
壌改良を施した土壌等で埋め戻す。

編柵を設けて客土して，樹木を植える。 コンテナ（ポット）苗木をのり面に固定し，その上から植生基
材吹付工法を施工する。

材
料

種子，肥料，植生基材等を現場で注入した袋

低い（種子散布工の併用により向上） 高い

苗木，草木種子

緩効性の化成肥料 緩効性の化成肥料 緩効性の化成肥料

粘性土（土壌硬度23㎜以下）

砂質土（土壌硬度27㎜以下）

1：1.5より緩勾配 1：1.2より緩勾配 1：0.8より緩勾配

併用工 種子散布工 種子散布工

耐浸食性 低い（種子散布工の併用により向上）

備　　　考

断面図の例

植栽工
苗木設置吹付工

適
用

条
件

粘性土（土壌硬度23㎜以下）

砂質土（土壌硬度27㎜以下）

粘性土（土壌硬度23㎜以下）

砂質土（土壌硬度27㎜以下）
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 ④ 工法の選定 

   工法の選定は図７－７－１、図７－７－２、図７－７－３のフローチャートを用い選定する。ま

た、必要に応じ緑化基礎工の検討を行う。緑化基礎工については「道路土工－のり面工・斜面安定

工指針」（表３－10）参照。 

  Ⅰ 緑化目標の検討 表７－７－２による 

  Ⅱ 木本類導入工法の選定 表７－７－５による 

 

図７－７－１ 植生工選定フロー 
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図７－７－２ 草本類播種工選定フロー  

 

 

図７－７－３ 木本類播種工選定フロー  
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  Ⅲ 土壌硬度の推定 表７－７－６に土壌硬度と植物の生育状態の関係を示す。また、土壌硬度の

測定には土壌硬度計（山中式など）を使用する。「道路土工－切土工・斜面安定工指針」（付録６）

参照 

 

表７－７－５ 土壌硬度から見た植物の生育状態 

土 壌 硬 度 植  物  の  生  育  状  態 

10mm未満 ・乾燥のため発芽不良になる 

粘性土10～23mm 

砂質土10～27mm 

・根系の伸長は良好となる。（草本類では肥沃な土である場合） 

・樹木の植栽にも適用する。 

粘性土23～30mm 

砂質土27～30mm 
・木本類の一部のものを除いて根系の伸長が妨げられる。 

30mm以上 ・根系の伸長がほとんど不可能 

軟岩、硬岩 ・岩に亀裂がある場合には、木本類の根系の伸長は可能である。 

 

 ⑤ 配合等設計 

   種子の配合設計、肥料設計、その他の材料の設計については「道路土工－切土工・斜面安定工指

針」（３－４－３(6)～(7)）を参考に設計する。 
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《参考》 

使用が規制あるいは要注意とされている外来種（環境省）〔Ｈ19.8〕 

 

 特定外来生物は、外来生物法により生態系、人の生命・身体、農林水産業へ被害を及ぼすとされ、取

扱いが規制されているもの。 

 要注意外来生物は、外来生物法に基づく飼養等の規制が課されるものではないが、生態系に悪影響を

及ぼす恐れのあるもの。太字については、法面緑化等で用いられることがある外来種であるが、主体種

子としてはそれ以外を使用することとし、出来る限り在来種（郷土種）を使用する。 

 

【特定外来生物：植物】法により取扱いが規制されているもの 

アゾラ・クリスタータ アレチウリ オオカワヂシャ 

オオキンケイギク オオハンゴンソウ オオフサモ 

スパルティナ・アングリカ ナガエツルノゲイトウ ナルトサワギク 

ブラジルチドメグサ ボタンウキクサ ミズヒマワリ 

【要注意外来生物：植物】生態系に悪影響を及ぼす恐れのあるもの 

イタチハギ オオアワガエリ オニウシノケグサ 

カモガヤ キシュウスズメノヒエ ギンネム 

シナダレスズメガヤ シバムギ トウネズミモチ 

ネズミムギ・ホソムギ ハイイロヨモギ ハリエンジュ 

アカキナノキ アメリカオニアザミ アメリカクサノボタン 

アメリカセンダングサ アメリカネナシカズラ アメリカハマグルマ 

アメリカミズユキノシタ イチビ エゾノギシギシ 

オオアレチノギク オオアワダチソウ オオオナモミ 

オオカナダモ オオサンショウモ オオバノボタン 

オオブタクサ オオフタバムグラ オトメアゼナ 

オプンティア・ストリクタ オランダガラシ 外来タンポポ種群 

カエンボク カミツレモドキ カユプテ 

キクイモ キショウブ キバナシュクシャ 

キミノヒマラヤキイチゴ コカナダモ コセンダングサ 

コマツヨイグサ サンショウモドキ ショクヨウガヤツリ 

セイタカアワダチソウ セイヨウヒルガオ セイロンマンリョウ 

タチアワユキセンダングサ タマリクス・ラモシッシマ チョウセンアサガオ属 

テリハバンジロウ ドクニンジン ナガバオモダカ 

ネバリノギク ノハカタカラクサ ハゴロモモ 

ハナガガブタ ハリエニシダ ハリビユ 

ハルザキヤマガラシ ハルジオン ヒマワリヒヨドリ 

ヒメジョオン ヒメムカシヨモギ ブタクサ 

ブタナ フランスカイガンショウ プロソピス・グランドゥロサ 

ヘラオオバコ ホテイアオイ ミカニア・ミクランサ 

ミモザ・ピグラ ムラサキカタバミ メマツヨイグサ 

メリケンガヤツリ メリケンカルカヤ モリシマアカシア 

モレラ・ファヤ ヤセウツボ ヤツデグワ 

ランタナ リグストルム・ロブストゥム ワルナスビ 
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第８節 吹付法枠工の設計 

 吹付法枠工の設計は「のり枠工の設計・施工指針」による。概要を以下の項目に示すので設計に当た

り指針を十分検討し計画のこと。 

 ① 法枠工の適用範囲 

  Ⅰ 第６節で述べた植生工の緑化基礎工として使用し、植生の崩壊防止や植生基盤の客土の安定を

図る必要がある場合で、他の工法より有利な場合。 

  Ⅱ 法面の小崩壊防止のために土圧に抵抗する抑止力が必要な箇所で設計計算をして用いる場合。 

  Ⅲ 法面崩壊の抑止が必要な箇所でアンカー工、ロックボルト工と併用し使用する場合で他の抑止

工法より有利な場合。 

 ②  吹付法枠工の設計 

  Ⅰ 法面勾配が１：1.0より緩やかな場合 

    法面勾配が１：1.0より緩やかで法長が10ｍ以下の箇所に、緑化基礎工や石張り工基礎として用

いる場合には、枠断面が15cm×15cm～20cm×20cm程度で、枠スパンが1.2ｍ程度を標準とする。な

お、枠内をモルタル吹付工または植生基材吹付工とする場合には、枠スパンが1.5ｍまで拡大する

ことができる。 

  Ⅱ 法面勾配が１：1.0以下の急な場合 

    土圧の働く箇所や法面勾配が１：1.0より急な箇所に設置する吹付枠工の断面、形状の設定に当

たっては、原則として設計計算を行う。 

 ③ 梁断面と枠スパンの目安 

   計画に当たり梁断面と枠スパンの目安は表７－８－１のとおりとする。 

 

表７－８－１ 梁断面と枠スパンの目安 

単位：mm 

梁 の 断 面 150×150 200×200 300×300 400×400 500×500 

梁 の ス パ ン 1,200 1,200 2,000 2,500 3,000 
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 ④ 梁断面と枠スパンの選定 

   選定に当たっては「のり枠工の設計・施工指針」による。 

   指針による選定フローを図７－８－１に示す。 

 

図７－８－１ 梁断面と枠スパンの選定（表７－８－２の使い方） 

始　　　　　　め

表４－２から最も経済的な断面を選定する

表４－２の抑止可能最大崩壊
規模と予測崩壊規模を対比する

表４－２の該当欄をみる

のり面でのすべり抵
抗を考慮せず崩壊土
塊の全荷重をのり枠
で抑止する。
（△Fs＝1.0とする）

のり面でのすべり抵
抗を考慮し、崩壊土
壌の全荷重の２割を
のり枠で抑止する。
（△Fs＝0.2とする）

のり面でのすべり抵
抗を考慮し、崩壊土
壌の全荷重の５割を
のり枠で抑止する。
（△Fs＝0.5とする）

のり面でのすべり抵
抗を考慮せず崩壊土
塊の全荷重をのり枠
で抑止する。
（△Fs＝1.0とする）

のり面でのすべり抵
抗を考慮し、崩壊土
壌の全荷重の２割を
のり枠で抑止する。
（△Fs＝0.2とする）

のり面でのすべり抵
抗を考慮し、崩壊土
壌の全荷重の５割を
のり枠で抑止する。
（△Fs＝0.5とする）

崩壊タイプの予測崩壊規模の予測

形状、鉄筋量の見直しグラ
ンドアンカー工との併用等
応力計算に基づき検討する

のり肩からの崩壊か
のり中間からの崩壊か

すでに崩壊の兆候がみら
れたり隣接斜面で崩壊が
生じたりしているか

すでに崩壊の兆候がみら
れたり隣接斜面で崩壊が
生じたりしているか

崩壊の発生が
予想されるか

のり中間からの崩壊

抑止不可

抑止可能

ＹＥＳ ＮＯ

崩壊の発生が
予想されるか

のり肩からの崩壊

ＹＥＳ

ＮＯ ＹＥＳ

ＮＯ

ＹＥＳ ＮＯ
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   標準的な吹付工で抑止可能な崩壊の規模の選定表を表７－８－２に示す。 

 

表７－８－２ 標準的な吹付工で抑止可能な崩壊の規模 

のり枠工の 

諸元 

 

増加させる 

安全率 

断   面(cm) 20.0 30.0 40.0 50.0 

ス パ ン(ｍ) 1.2 2.0 2.5 3.0 

有 効 高(cm) 15.5 23.5 31.5 41.0 

使 用 鉄 筋 Ｄ10×上下各２本 Ｄ13×上下各２本 Ｄ13×上下各４本 Ｄ16×上下各４本 

Fs＝1.0の 

場合 

のり肩からの 
崩壊（くさび形） 

深さd(m) 長さl(m) 深さd(m) 長さl(m) 深さd(m) 長さl(m) 深さd(m) 長さl(m) 
0.5 4.1 0.5 6.8 0.5 10.6 0.5 14.4 
1.0 2.1 1.0 2.7 1.0 4.6 1.0 6.4 
1.5 1.6 1.5 2.0 1.5 3.1 1.5 4.2 
2.0 1.4 2.0 1.8 2.0 2.6 2.0 3.4 

のり中間からの 
崩壊（円弧形） 

0.5 1.5 0.5 2.1 0.5 4.1 0.5 6.8 
1.0 － 1.0 － 1.0 － 1.0 2.6 

Fs＝0.5の 

場合 

のり肩からの 
崩壊（くさび形） 

深さd(m) 長さl(m) 深さd(m) 長さl(m) 深さd(m) 長さl(m) 深さd(m) 長さl(m) 
0.5 8.4 0.5 10.9 0.5 17.4 0.5 23.2 
1.0 3.4 1.0 4.6 1.0 8.1 1.0 12.1 
1.5 2.4 1.5 3.1 1.5 5.0 1.5 7.3 
2.0 2.1 2.0 2.6 2.0 3.9 2.0 5.5 

のり中間からの 
崩壊（円弧形） 

0.5 2.5 0.5 3.8 0.5 8.1 0.05 14.0 
1.0 － 1.0 － 1.0 2.9 1.0 4.2 

Fs＝0.2の 

場合 

のり肩からの 
崩壊（くさび形） 

深さd(m) 長さl(m) 深さd(m) 長さl(m) 深さd(m) 長さl(m) 深さd(m) 長さl(m) 
0.5 15.4 0.5 19.8 0.5 52.7 0.5 70.0 
1.0 7.3 1.0 10.4 1.0 19.8 1.0 33.6 
1.5 4.4 1.5 6.0 1.5 11.0 1.5 16.0 
2.0 3.4 2.0 4.5 2.0 7.6 2.0 11.1 

のり中間からの 
崩壊（円弧形） 

0.5 5.8 0.5 8.9 0.5 19.5 0.5 34.8 
1.0 2.3 1.0 3.2 1.0 5.8 1.0 9.1 
1.5 － 1.5 － 1.5 3.6 1.5 5.2 

Fs   ： すべりに対してのり枠で増

加させる安全率 
 

 

 

 
 

表４－２を導いたときの計算条件を

次に示す。 

 

Fs＝1.0： すべり面でのすベり抵抗を

考慮せず崩壊土塊の全荷重

をのり枠で抑止しようとす

る場合 

 のり面勾配１：0.8（51.4°） 

 コンクリートの許容圧縮応力度 

   σca＝50kgf／㎝3 

 鉄筋の許容引張応用度 

   σsa＝1600kgf／㎝3 

 土塊の単位体積重量 

   γt＝2.00tf／ｍ3 

 中詰材の単位体積重量 

   γe＝2.00tf／ｍ3 

Fs＝0.2： 

（0.5） 
すベり面でのすベり抵抗を

考慮して崩壊土塊の全荷重

の２割（５割）をのり枠で抑

止しようとする場合 

のり肩からの

崩壊 

（くさび形） 

のり中間から

の崩壊 

（円弧形） 

ｄ   ： 崩壊の深さ     

   ： 崩壊の長き     

 

・ Fs＝1.0をとるのは、すでに崩壊の兆候を示していたり、隣接斜面で実際に崩壊が生じているような場合で、か

つ切り取り工事中に崩壊が予想される場合などで、すべり面の滑り抵抗を考慮せず崩壊土塊の全荷重を抑止する

設計とする場合。 

・ Fs＝0.5をとるのは、すでに崩壊の発生の兆候を示していたり、あるいは隣接斜面で実際崩壊が生じている場合、

切り取り中は崩壊の発生がないと判断される場合。 

・ Fs＝0.2をとるのは、現在は安定していても将来風化などによって不安が生じる場合で、滑り面での崩壊を考慮

し、崩壊土塊の全荷重の２割を法枠で抑止する目的の場合 
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第９節 モルタル吹付工及びコンクリート吹付工 

 ① 吹付工の選定 

   吹付工を選定する場合は以下の条件すべてに該当する場合とする。ただし、仮設に使用する場合

はこの限りではない。 

  Ⅰ １：0.8より急な法面で勾配修正できない。 

  Ⅱ 地山が岩盤（将来風化が予想される岩盤を除く、特殊な泥岩など） 

  Ⅲ 緑化基礎工法と併用しても植生が不可能な場合。 

  Ⅳ 地山自体が安定しており抑止力等必要ないこと。 

 ② 吹付厚さの設計 

  Ⅰ 吹付厚さ決定の留意事項 

    法面岩盤部を自然浸食から保護することを目的とするので、吹付厚さは力学的に決定しがたく、

岩質、法面形状、勾配、気象条件及び施工条件からの制約等を検討し、かつ過去の経験をもとに

安全で経済的な厚さを決定する。 

  Ⅱ 凍結、凍上の影響について 

    凍上現象は基岩の湧水や表面からの浸透水が摂氏０度以下の外気の影響によって凍結し発生す

るものであるから、湧水箇所には排水処理を必ず計画するとともに、厳寒地の吹付厚さはできる

だけ厚くする。 

  Ⅲ 施工上からの吹付最小厚 

    吹付には中間に金網（ラス）を挿入するので施工面からの吹付厚さは、 

 ラスの腐食防止のための被覆厚 …… 30mm 

 地山との離れ ………………………… 25mm 

 ラス自体の厚さ ……………………… 10mm 

    計             65mm 

    地山の凸凹を考慮して仕上げ厚に対する変動係数を（10～30）とする。 

     最小必要厚さは 65÷｛１－（0.1～0.3）｝＝72～93mm 

     平均仕上げ厚は80mmとする。 

 

  Ⅳ 吹付厚さの基準 

    防災事業の施工に当たっての吹付厚の標準は表７－９－１のとおりとする。 
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表７－９－１ 吹付厚さの適用表 

吹付厚 種     類 適          用 

100㎜～ 

200㎜ 
コンクリート吹付 ・標  準 

80mm～

100㎜ 

 

モルタル吹付 

・吹付工法の他に落石対策工がある箇所（ポケット式ロック

ネットの内側など）で、小規模な岩盤の風化による法面の

流出防止、凍上による浮石の落下防止などが予測される箇

所 

・寒冷地域等気象条件の厳しい地域は10㎝以上 

150㎜   

以上 

コンクリート吹付補強鉄筋 

図を参考 

・法長が長く、またオーバーハング等勾配が特に急な箇所 

・山地の北向き斜面等で冬期の凍結、融解現象が激しい箇所 

・湧水等を伴い、岩質が均質でなく、風化の進んだ部分、既

に土砂となっている部分などを挟んでいる箇所 

 注) 吹付厚は１工区統一厚さとはせず、斜面の状況により変化させて適用する。 

 

 ③ 細部の基準 

  Ⅰ 吹付の基礎 

    モルタル吹付、コンクリート吹付の基礎構造

（路側構造物のない場合）は右図を標準とする。

側溝類がある場合は側溝にすりつける。図７－

９－１参照 

  Ⅱ のり肩処理 

    ラウンディングを行い、地山まで完全に巻き

込むものとする。図７－９－２参照 

  Ⅲ 伸縮目地 

    斜面の縦方向に、延長方向10～20ｍ以下に１

箇所設置する。 

  Ⅳ 水抜き工 

    標準としてφ40～50mmの水抜きパイプを２～

４㎡に１箇所以上設置する。湧水がある場合に

は、集水マット等を利用して排水する。 

  Ⅴ 吹付断面 コンクリート吹付ｔ＝200mmの例 

    ラスはスペイサーにより吹付厚の中間に配置

されるようにする。 

    アンカーピンはラスの位置まで確実に地山に

貫入させる。 

  Ⅵ 吹付コンクリート（モルタル）の強度 

    圧縮基準強度15 N／ｍ㎡以上 

 

 

図７－９－１ 

 

 

図７－９－２ 
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図７－９－３ 吹付工詳細図（コンクリート吹付ｔ＝15cmの場合） 

 

 ④ 吹付工施工時期の記録 

  吹付工について、新たに施工もしくは補修を行った場合、 

Ⅰ 施工年月日 

Ⅱ 工事概要（吹付種類、施工面積、吹付厚） 

を記載した記録板を設置すること。 

 

⑤ 吹付法面長寿命化修繕計画 

   吹付法面の管理は、表７－９－２の吹付法面の長寿命化取組フローにより管理を行っていくこと

とする。 

 

START 

専門家 
点検・調査 

健全度判定※1 

点検履歴ファイル 

概略対策工法 
の見極め 

対策工法の決定 

対策実施 

供用継続 

異常 
なし・軽微 
（４・５） 

異常あり 
（健全度１～３） 

簡易点検の 
実施判定 

吹付法面 
簡易調査 

健全度４．５：5 年ごと実施 
安定度３ ：3 年ごと実施 
安定度１・２：毎年実施 

点検対象 

次回点検 

総合評価※2 

【
長
寿
命
化
計
画
策
定
】 

※健全度 
吹付法面の劣化程度

による評価 

※2 総合評価 
「健全度」、「斜面性状」

および「路線の重要度」

による評価 

 

表７－９－２ 吹付法面長寿命化取組フロー図 

Ⅰ 吹付法面の劣化度ランク 
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吹付法面の劣化度ランクとは、吹付法面の状態を評価するものであり、変状状況の判定は、「吹

付法面簡易点検マニュアル」平成24年8月長野県（以下マニュアルという）の「吹付法面の劣化

度ランク」（表７－９－３）により行うこととし、変状の程度をa～eの5段階に区分し、最も危険

と判断されるランクを対象法面の劣化度ランク1～5の5段階で劣化度を区分する。 

・打音によりゴンゴン、ボンボンと低い音がでる

（吹付法面の地山が吸出され空洞が生じている状態）

・打音した箇所の1割以上で確認
c

・打音によりゴンゴン、ボンボンと低い音がでる

（吹付法面の地山が吸出され空洞が生じている状態）

・打音した箇所の1割未満で確認
b

b

水抜き孔から土砂が流出している c

打音による

空洞・剥離
の確認

・打音によりカンカン、キンキンと高い音がでる

(健全な吹付材と地山が密着している状態）
a

水抜き孔から水が流出している b

ひび割れに木本類が繁茂している c

水抜き孔か

らの土砂や

湧水

特筆事項が無い a

ひび割れに草本類が繁茂している b

表面の

植生

表面の埴生が無い a

苔が表面に繁茂している a

ひび割れに囲まれた部分が剥落し、地山が露出してい

る（20ｃｍ角未満）
c

吹付けモルタルが大きく崩落して地山が露出している e

複層で全面的には剥離・剥落が生じている部分がある c剥離

・剥落

表面の剥離・剥落が無い a

単層で10～20㎝角の部分的な剥離・剥落がある b

ひび割れが大きく開口（20ｍｍ以上）している。もしくは

段差を有している
d

ひび割れが開口し、法面が崩落している e

横断方向のひび割れがあり、ひび割れ幅が5mm以上２

０ｍｍ未満
c

ひび割れが連続し、囲まれた部分がある。ひび割れ幅

は５ｍｍ以上20ｍｍ未満
c

横断方向のひび割れ b

ひび割れ

ひび割れ無し a

垂直方向のひび割れ b

着目点 区　　分 評価

c

・打音によりパコパコ、ポコポコと軽い音がでる

（吹付材が多層化し剥離が生じている状態）

・打音した箇所の1割未満で確認

・打音によりパコパコ、ポコポコと軽い音がでる

（吹付材が多層化し剥離が生じている状態）

・打音した箇所の1割以上で確認

 

表７－９－３ 吹付法面の劣化度ランク 

 

Ⅱ 斜面ランク 

斜面ランクとは、個々の吹付法面における「災害や事故の起こりやすさ」、「災害や事故が起こっ

た場合の被害の大きさ」を評価するものであり、評価方法は、マニュアルの「斜面ランク」（表７

－９－４）によりⅰ～ⅲの３段階で区分する。 

Ⅲ 路線の重要度 

路線の重要度とは、「法面災害や事故が発生した場合の影響の大きさ」を評価したもので、評価

方法は、マニュアルの「路線の重要度」（表７－９－５）によりα～γの3段階で区分する。 
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落石防護柵

その他（工種　　　　　　　　）

別種対策工

ロックシェッド
評価を補正

（1ランク下げ

る）
ネット工

2m以下 ⅱ

オーバーハング有り ⅲ

路肩幅
2m以上 ⅰ

1：0.5より急（64°以上） ⅲ
法面の勾配

1：1.0未満（45°未満） ⅰ

1：0.5～1：1.0（45～63°） ⅱ

30m以上 ⅲ

法面の高さ

9m以下 ⅰ

10～29ｍ ⅱ

40年以上 ⅲ

経過年数

19年以下 ⅰ

20～39年 ⅱ

項　　　目 区　　分 評価

 

表７－９－４ 斜面ランク 

 

項目 区分 評価

1車線 4

2車線以上（片側1車線以上） 0

一次指定 4

二次指定 2

指定なし 0

20,000台以上 2

4,000台以上～20,000台未満 1

4,000台未満 0

なし（孤立集落の発生） 4

あり 0

バス路線 1

指定なし 0

ランクγ 9点～15点

ランクβ 5点～8点

ランクα 0～4点

総合点　（＝評価値の合計）

車線数

緊急輸送道路指定

交通量

迂回路

バス路線

 

表７－９－５ 路線の重要度 

  Ⅳ 総合評価 

    吹付法面の評価は、Ⅰ～Ⅴの5段階評価とする。 

    上記Ⅰ～Ⅲの各評価項目でランク分けされた施設を、表７－９－６評価フロー図に沿って総合

評価を行うものとする。 

    評価された吹付法面について、ランク毎の概ねの補修期間を設定しており、評価された内容に

よって計画的に補修を行っていくものとし、「ランクⅠは５年」、「ランクⅡは１０年」、「ランク

Ⅲは１５年」とするが、簡易点検を行う中で評価はその都度変更していくものとする。 
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表７－９－６ 評価フロー図 


